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１．はじめに 

 

社会資本整備のプロジェクトでは、しばしば複数の行

政組織が関わるが、組織間や組織内の部署間の協力体制

が整っていないことが多い。縦割り行政の弊害が指摘さ

れる通り、計画策定プロセスの最上流段階で定義づける

べき目標やニーズが行政組織間で共有されていないこと

で、プロジェクトの遂行上の非効率を生み、また、表向

きには行政機関が一丸となって実施すべきパブリック・

インボルブメント（PI）などの実施においても支障とも

なる。米国においては、こうした非効率を回避し、プロ

ジェクトが円滑に実施されることを目的に、｢パートナ

リング(partnering)｣手法が活用されており、関係組織

間におけるwin-winの達成と、継続的協力関係の構築を

図っている。 

本稿では、米国におけるパートナリングの一般的な進

め方と効果、導入の経緯、事例を整理するとともに、日

本におけるパートナリングの適用課題について考察する。 

 

２．パートナリングとは 

 

（１）パートナリングの考え方 

パートナリングとは、複数の組織が共通の目標を特定

し、それに向けて協力関係(パートナーシップ)を形成す

るための手法あるいはプロセスのことである。公共機関

が主導のもとで複数の組織が関わる社会資本整備プロジ

ェクトについて、これを効率的かつ円滑に実施するため

に用いられるもので、組織間の共通目的の実現を図り、

継続的協力関係を構築するためのツール、あるいは、プ

ロセスである1)。具体的には、関係組織に属する人の呼

びかけにもとづき、複数の関係組織の代表が集まって議

論し、協力してプロジェクトを進めるための合意を締結

する。AASHTO（アメリカ全州道路運輸行政官協会）は、 
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パートナリングを『合意や生産的な関係を通じて重要な

成果を達成する、協力的なチームワークのプロセス』と

定義している2)。 

例えば、オレゴン州ポートランドでは、ポートランド

市政府と、空港や港湾を運営するポート・オブ・ポート

ランド(Port of Portland、以後、ポート)が、パートナ

リングを活用している。港湾へのトラックの迅速な出入

りを最優先するポートに対し、市は、コミュニティの住

みやすさの向上や騒音の減少、また、住宅地からのトラ

ックの排除を任務とする。港湾への唯一のアクセスであ

る市道では、トラックと一般車両が互いの走行を妨害す

るといった問題も起きていたため、市およびポートは、

ファシリテーターを入れ、ワークショップ形式の会議を

含むパートナリングを導入した。その結果、二組織の当

事者が互いを個人的に知り合い、互いの業務の重要さを

認識するとともに、共通の目標を見出し、以降、プロジ

ェクトが円滑に進められているという。4)

 

（２）パートナリングの効果 

パートナリングの効果について、TRBの全米共同道路

研究プログラム(NCHRP)による「マルチモーダル交通プ

ロジェクトのパートナーシップ・ガイドライン」では、

表１のように整理している5)。 

 表１：パートナリングの効果5)

・ 複数の組織の強みを活用すること 

・ プロセスの効率化を図ること 

・ 複雑な問題の解決を図ること 

・ プロジェクト資金を調達し、資金を共有すること

・ 便益を共有し、投資収益を増大させること 

・ リスクをシェアすること 

・ 展望を広げ、意識を高めること 

・ ステークホルダー間のコミュニケーションを促

し、課題に対する理解を深めること 

・ プロジェクトの質と利用者満足度を高めること 

・ プロジェクトや交通機関の計画、設計、実施や

継続的な運営稼動を遂行すること 

 

（３）社会資本整備におけるパートナリングの確立 

パートナリング導入の発端は、1980年代、米国陸軍



工兵隊の大規模公共事業で、紛争予防のために初めて用

いられたことにある。その後、陸軍工兵隊におけるパー

トナリング手法がオレゴン州ポートランド管区で確立さ

れた。1990年代前半には多くの州の交通局がパートナリ

ングを導入し、現在、複雑な交通プロジェクトの計画段

階で広範に活用されている5)。 

パートナリングは、一種のリスクマネジメントであり、

実利的な便益があることが既に明らかにされている。米

国陸軍工兵隊と海軍が管理する公共事業プロジェクトに

おいて、パートナリングを活用したプロジェクトと活用

しなかったプロジェクトを比較した研究によると、受託

業者の申立てによるコスト削減、VE (Value Engineerin

g)におけるプロポーザル数の増加、スケジュール通りの

プロジェクト遂行の面で、パートナリングが役立ってい

る。6)

TEA-21やSAFETEA-LUにおいても、環境影響評価プロセ

スの迅速化を図るために組織間の連携が求められており、

パートナリングのような組織関係構築の手法は今後さら

に必要性が高まると考えられる。パートナリングの手法

は、TRBの研究プログラムなどでも調査研究され、その

成果がTRBの全米共同道路研究プログラム(NCHRP)のガイ

ドライン・シリーズとして出版されるなど、急速に普及

している5)。 

 

（４）パートナリングの種類と適用範囲 

パートナリングは、参加組織の構成とパートナリン

グの目的の二点に基づいて分類されることが一般的であ

る。一点目の分類は、参加組織が公共組織のみか民間組

織も入るか、二点目は、目的がプロジェクトの効率的な

推進にあるか、あるいはプロジェクトと関係なく複数組

織の関係改善にあるか、という分類である。 

また、アリゾナ交通局やAASHTOは、パートナリング

を公共や民間の組織がプロジェクトごとに行うプロジェ

クトパートナリング、交通局(DOT)などが他の政府機関

と行うパブリック・パートナリング、同一組織内で行う

組織内パートナリングの3種類に大別している2)(表２)。 

パートナリングの適用範囲は幅広いものとなっている。

米国では、社会資本整備プロジェクトの計画、設計・建

設、管理の各段階でパートナリングが用いられている2)。 
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３．パートナリングのプロセス5)7)

 

① プロセスの開始 

パートナリングのプロセスは、パートナリングの必要

性を認識した組織が、他組織へ参画を促すことから開始

される。その際、各組織の上層部の支持を得て、推進役

を引き受けてもらうことが重要である。推進役は、各組

織においてパートナリングの活用を推奨し、必要な権限

委譲や組織的変更を支援する。 

② 参加者の決定 

パートナリングに参加すべき組織をリストアップする。

適切な組織や人に、パートナリングの初期段階から参加

してもらえるよう、慎重に選定する必要がある。ただし、

ここで挙がった参加候補組織が全て最終的にパートナリ

ングへの参加に同意するとは限らない。 

 プロセスの開始 
どの組織がパートナリングの活用を提案してもよい。 

上層部の支持を得る 
関係組織の上層部がパートナリングの活用を決定する。 

パートナリングの推進者を特定 
推進者は各々の組織でパートナリングの活用を推奨し、権威委譲
や他の組織的変更を支援する。 

参加者の決定 
どの組織がパートナリングチームに入るか決定する。 

ファシリテーターの選定 
パートナリングワークショップを企画、ファシリテートするファ
シリテーターを選定する。 

パートナリングワークショップを組織 
・ 参加する個人を特定する。 
・ ワークショップを企画する。 
・ 場所を選定する。 

パートナリングワークショップに参加 
パートナリングの活動は以下を含む。 
・ チーム形成 
・ 効果的なチーム活動のトレーニング 

パートナリングの協定書と実行計画を作成 
・ 協定書を作成 
・ 必要に応じて、協定書を実行するための詳細な計画を作成  

図１：パートナリングのプロセス8)
表２：AASHTOによるパートナリングの分類3)  

③ ファシリテーターの選定 

パートナリングは、参加組織が集まりワークショップ

形式の会議で進めることが一般的である。そのため、参

加者の決定後、パートナリング・ワークショップを企画、

進行するためのファシリテーターを選定する。 

④ パートナリング・ワークショップを実施 

参加者とファシリテーターが決まると、ワークショッ



プが企画される。最初のパートナリング・ワークショッ

プは特にキックオフ・ワークショップと呼ばれ、パート

ナリングに参加することが決まった組織が初めて一堂に

会し、公式に活動を始める。 

⑤ パートナリングの協定書と実行計画を作成 

ワークショップでの議論を経て、全ての組織が共同で、

合意内容をまとめた協定書を作成する8)。協定書は、合

意文書や覚書、チャーター(charter：憲章)と呼ばれる

こともあり、協定書を結ぶプロセスは、チャータリング

(chartering)とも呼ばれる5)。 

協定書の一般的な内容は、パートナーシップの目的、

各々の役割と責任、連絡方法や頻度などがまとめられる。

内容はプロジェクトによって異なるが、多くの協定書に

は表３のような項目が含まれる。 

協定書の他に、協定書の内容を実行するための詳細を

定めた、実行計画を作成する場合もある8)。 

 

表３：協定書の主な内容9)

・ チームの目標・目的 

・ チームメンバーの行動規範・指針 

・ 意見の対立を解決するためのプロセス 

・ 権限委譲(エンパワーメント)計画 

・ 共同予算編成 

・ コミュニティ・インボルブメント 

 

⑥ 協定書締結後 

協定書を締結した後は、定期的なワークショップなど

で良好なパートナーシップの関係維持を図る努力が続け

られる。パートナーシップは、プロジェクト終了まで、

あるいは協定書の期限が切れるまで続く継続的な協力関

係であるが、パートナリングの実践は、フォローアップ

プログラムやチームメンバーの日々のやり取りを通じて

長期的に継続することもある。8)

 

４．パートナリングの活用事例：ニューヨーク・オンタ

リオ国境交通プロジェクトにおけるパートナリング10)  

 
（１）パートナリングの背景 

アメリカ・ニューヨーク州とカナダ・オンタリオ州

の境界にはナイアガラ川が流れ、国境を成す。二州に挟

まれたこの川には4つの橋が架かっているが、国境を行

き来する交通によって渋滞が生じ、問題となっている。

渋滞の原因は、橋の容量不足と入国管理局での煩雑な出

入国手続きである。問題解決のためには交通基盤だけで

なく、入国管理手続きの問題も解決しなければならない。 

しかし、通関や入国管理担当者は、出入国の手続き

の煩雑さが渋滞の原因の一つであることにも、迅速な交

通の処理にも無関心である。また、国境を横断する物品

を監視する税関と、人物を監視する入国管理局では、同

一組織内でも異なるニーズを持っている。そのため、

様々なニーズをまとめることが組織の最大の課題となっ

ている。 

この国境の問題を解決するため、アメリカ・カナダ

共同の国境計画調査の提言を受け、オンタリオ交通局(M

TO)の呼びかけで、パートナリングプロセスが始まった。 

 

（２）パートナーシップの参加者 

このパートナーシップには、FHWA(米連邦道路局)、

ニューヨーク州交通局、オンタリオ州交通局、ナイアガ

ラフォールズ橋梁委員会、ニューヨーク州高速道路委員

会、カナダ運輸省、アメリカ税関・入国管理局、カナダ

税関・入国管理局などがパートナーとして加わっている。 

 

（３）パートナーシップの概要 

a) パートナーシップに基づく連合組織 

1994年2月に、パートナーシップに基づく複数関係組

織の連合体、ITS(高度道路交通システム)委員会が組織

され、キックオフが行われた。1995年5月に、ITS委員会

はナイアガラ国際交通技術委員会(NITTEC)と名前を変え、

1995年晩夏にパートナーシップ覚書(MOU)が締結された。 

b) パートナーシップの目的と取組み 

ITS委員会が設置された当初の主要な目的は、シーム

レスな国境横断というコンセプトを目指すことである。

そのため、出入国審査の容量改善や、ITS、AVI(自動車

両認識)システムによるニューヨーク・オンタリオ国境

の交通マネジメントの改善に取り組んでいる。 

c) パートナーシップの成果 

初期の成果は、利害の異なる多くの関係者が集まって

特定の課題や利害について話し合うことができたこと、

またITS委員会がそれらに優先順位をつけることができ

たことである。委員会メンバーは委員会の成果や議論を

それぞれの組織に持ち帰り、各組織が引き続き人材、時

間、資金などのサポートをすることで、プロジェクトを

進行した。また、パートナーシップを形成することで、

参加組織の協力に基づくプロジェクト費用の負担配分と、

資金源の特定にも成功した。これらは、パートナーシッ

プの直接的な効果であると考えられている。 

 

５．日本におけるパートナリングの適用課題 

（１）大規模道路事業への適用 

日本における社会資本整備プロジェクトにおいても、

パートナリングの適用によって効率性の向上が考えられ

る場面が多い。例えば大規模道路事業では、事業主体と

なる管理者は、沿線地域への影響緩和においても当該道

路敷地外の対応については消極的である。一方、当該道

路の沿線自治体は、本来、影響への対処の責を負うが、



その財源を事業者に頼りたいがために、自らは積極的な

対応を避ける戦術をとる傾向にあり、結果として事業全

体のスピードが低下する。このように、利害や思惑の異

なる複数の組織が共同歩調をとることができなければ、

そのツケは市民に向かう。行政間調整は当然ながら行わ

れるものの、目的の共有や上層部の協調志向において問

題が残る。このような状況を回避するため、パートナリ

ングを用い、プロジェクト開始以前から事業や関連事業

による目的を共有化し、その上で最適な計画の立案や役

割分担を図ることができれば、効果的な道路事業、およ

び、沿線地域整備が可能となると考えられる。 

 

（２）自治体の公共事業への適用 

自治体の財政の悪化に伴い、公共事業の選定や事業内

容について、効率性を高める努力がなされているが、一

方で、陳情や苦情の大きさによって事業内容が選択され

る実態も残っている。例えば、渋滞する交差点の改良事

業についての地元要請があれば、所定の手続きを踏み、

改良事業の実施に移る。本来ならば、交通管理やTDMな

どの施策の可能性や、まちづくりにおける優先課題の見

極めを行った上で事業内容を判断すべきであるが、公安

や地元企業、基礎自治体との余計な調整は敬遠される。

このような場合においても、これらの関係者を含んだパ

ートナリングを実施することで、真に必要な施策を総合

的に実施することも可能であろう。この例では、交差点

の改良の前に、大規模商業施設の立地の変更や、通学路

の変更こそが本来的に必要であったということも考えら

れるだろう。公共事業の選択と集中が叫ばれている状況

においては、パートナリング適用のケースは幅広く、ま

た、その効果は決して少なくないと考えられる。 

 

（３）日本への適用課題 

日本でパートナリングを適用するためには、以下の三

点の課題が考えられる。 

一点目は、パートナリング導入の動機を阻害する要因

ともなり得るが、行政システムの慣行の見直し、つまり、

国と自治体、都道府県と基礎自治体といった組織間の壁

や、組織内の部署間の壁の弊害を理解し、解消すること

である。組織間で強い競争意識がある場合もあるが、各

組織が自己の管轄に固執して張り合うよりは、共通の目

的に向かって協力し合う方が、経済効率もよく、プロジ

ェクトが円滑に進むことは言うまでもない。 

二点目は、パートナリングの手法について認知を高め

ることである。パートナリング手法は歴史が浅く、その

手法や効果については未だ知られていない。公共事業の

無駄や縦割り行政の弊害を緩和するためにも、行政組織、

民間、一般市民等の関係者間で、パートナリングの手法

や成果が十分に認知され、パートナリング推進のための

人材が育成されることが望まれる。 

三点目に、組織上層部の意識改革である。パートナリ

ングは組織間の合意に基づいて行われるため、その実施

には関係組織の上層部の理解と協力が必要不可欠である。

このため、特に組織上層部に、パートナリングの概念と

その効果の十分な理解を促進することが必要である。な

お、米国のように、法律に基づいて調整義務を課すこと

も考えられる。 

 

６．まとめ 

パートナリングは、行政間調整の方法論として日本へ

の導入余地が高いことを示したが、その効果として、プ

ロジェクトの円滑化、効率化、計画や事業の質の向上、

リスクヘッジ、縦割り行政の弊害の緩和、無駄の回避な

どが期待され、今、まさに必要とされる行政マネジメン

ト手法であるといえよう。今後の展開と公共事業への貢

献が期待される。 
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